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中学生までの
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提出・問合せ　子育て支援課（2階）　　　☎（20）1573  　（20）1610
　　　　　　　本納支所（ほのおか館内）☎（34）2111  　（34）4113

FAX
FAX

　児童手当を受給している方は、毎年現況届の提出が必要です。現況届は、毎年6月1日
の状況により、受給資格を確認するためのものです。該当者には、6月上旬に届け出
書類を送付します。提出がない場合、6月分以降の手当が支給できなくなりますので
ご注意ください。

　◆提出期限　6月30日㊌
　◆提出方法　新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、窓口に加え郵送でも受け付けます。
　　　　　　　※郵送料は自己負担です。
　　　　　　　※添付書類に不備があった場合は再送をお願いすることがあります。

　現況届の概要・必要書類等については、子育て支援課ウェブページからも確認できます。

　市では、0歳から中学3年生までのお子さんを対象に
「子ども医療費助成受給券」を発行しています。
　8月から使用できる受給券は、受給資格等を決定した
後、7月末に発送します。住民税が未申告である場合は
受給資格等を確認できないため、受給券を発行できませ
ん。必ず住民税の申告をしてください。
　なお、更新手続きに際し、令和3年度の所得と住民税
額を証する書面の提出が必要な場合があります。詳しく
はお問い合わせください。

問合せ　子育て支援課（2階）
☎（20）1573  　（20）1610FAX
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児童手当現況届の提出を忘れずに　

子ども医療費助成受給券が更新されます
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